
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

歯科用器具洗浄機器 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、手持ち型の歯科用器具を洗浄し、潤滑油で潤わせた後、蒸気で殺菌消

毒するもので、全行程が自動で行われる。 

 

○構造、仕様、意匠 

 消毒する器具を収納する圧力チャンバー、器具挿入口リフトモーター、ファン、

水ポンプ、オイルポンプ、蒸気発生用電熱装置、各種バルブで構成される。 

 殺菌消毒は１３４℃、３分間で、全行程（１サイクル）は１２分間である。 

 定 格：９０～２５０Ｖ、５０－６０Ｈｚ、1.1ｋＷ 

 

○主な使用者、販売先 

歯科医院 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電熱器具の「電気消毒器」として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、電熱装置によって発せられる蒸気により、歯科用器具を殺菌消毒す

るものであることから、「電気消毒器」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

 


